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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を所定の間隔で送信する通信手段と、
　電源手段と、
　第一の状態と、前記第一の状態よりも消費電力の少ない第二の状態とを有する制御手段
とを有し、
　前記制御手段が前記第一の状態から、前記第二の状態に遷移する場合、（１）前記通信
手段は、前記信号の送信間隔を、第一の間隔から、前記第一の間隔よりも長い第二の間隔
に変更し、（２）更に、前記第一の状態から前記第二の状態に遷移してから所定時間が経
過した場合、前記通信手段は、前記信号の送信間隔を、前記第二の間隔よりも更に長い第
三の間隔に変更し、
　前記第二の状態では、前記電源手段から前記制御手段へ電力が供給されないことを特徴
とする通信装置。
【請求項２】
　前記通信手段が送信する信号は、アドバタイズ信号であることを特徴とする請求項１に
記載の通信装置。
【請求項３】
　通信相手の機器と接続している状態では、前記通信手段はアドバタイズ信号を送信しな
いことを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
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　前記アドバタイズ信号は、複数のチャンネルにブロードキャストされ、
　通信相手の機器と接続している状態では、前記通信手段は前記通信相手と取り決めたチ
ャンネルに通信の信号が送信されることを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信手段はＢＬＥに従って通信相手の機器と信号の送受信を行うことを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　携帯電話と通信するか、リモコンと通信するか設定するための操作を受け付ける手段を
さらに有し、
　前記携帯電話との接続を確立した場合、前記通信手段は、前記第三の間隔よりも短い第
四の間隔で信号を送信することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の通信
装置。
【請求項７】
　被写体を撮像する撮像手段をさらに有し、
　前記携帯電話と通信する場合も、前記リモコンと通信する場合も、前記制御手段は、前
記撮像手段を制御するコマンドを受信することを特徴とする、請求項６に記載の通信装置
。
【請求項８】
　信号を所定の間隔で送信する通信手段と、電源手段と、第一の状態と前記第一の状態よ
りも消費電力の少ない第二の状態とを有する制御手段とを有する通信装置の制御方法であ
って、
　前記制御手段が前記第一の状態から、前記第二の状態に遷移する場合、前記信号の送信
間隔を、第一の間隔から、前記第一の間隔よりも長い第二の間隔に変更するステップと、
　更に、前記第一の状態から前記第二の状態に遷移してから所定時間が経過した場合、前
記信号の送信間隔を、前記第二の間隔よりも更に長い第三の間隔に変更するステップとを
有し、
　前記第二の状態では、前記電源手段から前記制御手段へ電力が供給されないことを特徴
とする通信装置の制御方法。
【請求項９】
　前記通信手段が送信する信号は、アドバタイズ信号であることを特徴とする請求項８に
記載の通信装置の制御方法。
【請求項１０】
　通信相手の機器と接続している状態では、アドバタイズ信号が送信されないことを特徴
とする請求項９に記載の通信装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記アドバタイズ信号は、複数のチャンネルにブロードキャストされ、
　通信相手の機器と接続している状態では、前記通信相手と取り決めたチャンネルに通信
の信号が送信されることを特徴とする請求項９に記載の通信装置の制御方法。
【請求項１２】
　携帯電話と通信するか、リモコンと通信するか設定するための操作を受け付けるステッ
プと
　前記携帯電話との接続を確立した場合、前記第三の間隔よりも短い第四の間隔で信号を
送信するステップとをさらに有することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか１項に
記載の通信装置の制御方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信装置の各手段として機能
させるための、コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、無線通信を介して外部装置から制御可能な通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年デジタルカメラにおいて、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇ
ｙ（ＢＬＥ）規格のような低消費電力の電波無線規格を採用し、スマートフォンやさまざ
まな周辺アクセサリ機器と無線接続することを実現するものが登場してきている。たとえ
ば、カメラのレリーズを遠隔制御するリモコンが、ＢＬＥによって電波無線化されたもの
が登場している。これは従来の赤外線方式に比べて指向性が無いためどの方向からでも制
御可能で、かつ、双方向通信できるため手元の機器にさまざまな表示ができるといった点
で使い勝手が良い。
【０００３】
　しかしながら、このような電波無線規格を採用するだけで機器全体として低消費電力を
実現できるわけではなく、機器の特性に応じて消費電力を削減する工夫をする必要がある
。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、無線通信を開始する時間の直前に無線通信制御回路に電力を
供給し、送受信された各種データの処理が完了したら無線通信制御回路の電力を遮断する
プリンタを開示している。これによって、無線通信制御回路で消費される電力を抑制する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４６５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献に開示された従来技術では、機器側の動作の要求で、無
線通信部分の制御を行うことで省電力化を図っているが、ユーザーの操作タイミングを考
慮した無線通信の制御までは行っていなかった。そのため、ユーザーの操作に対してすば
やく応答するといった観点では、従来の赤外線通信や、有線での通信に比べて見劣りする
場合もあった。特に、デジタルカメラのリモート撮像等に用いる場合には、操作に対する
応答性が重要となる。
【０００７】
　そこで、本発明は、ユーザーの操作に対する応答性と低消費電力とを両立することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の通信装置は信号を所定の間隔で送信する通信手段
と、電源手段と、第一の状態と、前記第一の状態よりも消費電力の少ない第二の状態とを
有する制御手段とを有し、前記制御手段が前記第一の状態から、前記第二の状態に遷移す
る場合、（１）前記通信手段は、前記信号の送信間隔を、第一の間隔から、前記第一の間
隔よりも長い第二の間隔に変更し、（２）更に、前記第一の状態から前記第二の状態に遷
移してから所定時間が経過した場合、前記通信手段は、前記信号の送信間隔を、前記第二
の間隔よりも更に長い第三の間隔に変更し、前記第二の状態では、前記電源手段から前記
制御手段へ電力が供給されないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザーの操作に対する応答性と低消費電力とを両立することができ
る。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】第１の実施形態におけるデジタルカメラのブロック図である。
【図２】第１の実施形態における携帯電話の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態におけるデジタルカメラと携帯電話とリモコンからなるシステム
の構成を示す概要図である。
【図４】（ａ）第１の実施形態におけるリモコンでカメラを制御するシーケンスの一例を
説明するための図である、（ｂ）第１の実施形態におけるオートパワーオフに移行後にリ
モコンでカメラを制御するシーケンスの従来例を説明するための図である。
【図５】（ａ）第１の実施形態におけるリモコンでカメラを制御するシーケンスの一例を
説明するための図である、（ｂ）第１の実施形態におけるリモコンモードでカメラのモー
ドが遷移するシーケンスの一例を説明するための図である。
【図６】第１の実施形態におけるスマートフォンでカメラを制御するシーケンスの一例を
説明するための図である。
【図７】第１の実施形態におけるスマートフォンでカメラを制御する場合の画面の一例で
ある。
【図８】第１の実施形態におけるデジタルカメラのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明を実施するための形態について、添付の図面を用いて詳細に説明する。
【００１２】
　なお、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が
適用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されてもよい。また、各実施
の形態を適宜組み合せることも可能である。
【００１３】
　［第１の実施形態］
　＜デジタルカメラの構成＞
　図１（ａ）は、本実施形態の通信装置の一例であるデジタルカメラ１００の構成例を示
すブロック図である。なお、ここでは通信装置の一例としてデジタルカメラについて述べ
るが、通信装置はこれに限られない。例えば通信装置は携帯型のメディアプレーヤや、い
わゆるタブレットデバイス、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置であってもよい
。
【００１４】
　制御部１０１は、入力された信号や、後述のプログラムに従ってデジタルカメラ１００
の各部を制御する。なお、制御部１０１が装置全体を制御する代わりに、複数のハードウ
ェアが処理を分担することで、装置全体を制御してもよい。
【００１５】
　撮像部１０２は、例えば、光学レンズユニットと絞り・ズーム・フォーカスなど制御す
る光学系と、光学レンズユニットを経て導入された光（映像）を電気的な映像信号に変換
するための撮像素子などで構成される。撮像素子としては、一般的には、ＣＭＯＳ（Ｃｏ
ｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）や、
ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）が利用される。撮像部１０２は
、制御部１０１に制御されることにより、撮像部１０２に含まれるレンズで結像された被
写体光を、撮像素子により電気信号に変換し、ノイズ低減処理などを行いデジタルデータ
を画像データとして出力する。本実施形態のデジタルカメラ１００では、画像データは、
ＤＣＦ（Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｕｌｅ　ｆｏｒ　Ｃａｍｅｒａ　Ｆｉｌｅ　ｓｙｓｔｅｍ）の
規格に従って、記録媒体１１０に記録される。
【００１６】
　不揮発性メモリ１０３は、電気的に消去・記録可能な不揮発性のメモリであり、制御部
１０１で実行される後述のプログラム等が格納される。
【００１７】
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　作業用メモリ１０４は、撮像部１０２で撮像された画像データを一時的に保持するバッ
ファメモリや、表示部１０６の画像表示用メモリ、制御部１０１の作業領域等として使用
される。
【００１８】
　操作部１０５は、ユーザがデジタルカメラ１００に対する指示をユーザから受け付ける
ために用いられる。操作部１０５は例えば、ユーザがデジタルカメラ１００の電源のＯＮ
／ＯＦＦを指示するための電源ボタンや、撮像を指示するためのレリーズスイッチ、画像
データの再生を指示するための再生ボタンを含む。さらに、後述の通信部１１１を介して
外部機器との通信を開始するための専用の接続ボタンなどの操作部材を含む。また、後述
する表示部１０６に形成されるタッチパネルも操作部１０５に含まれる。なお、レリーズ
スイッチは、ＳＷ１およびＳＷ２を有する。レリーズスイッチが、いわゆる半押し状態と
なることにより、ＳＷ１がＯＮとなる。これにより、ＡＦ（オートフォーカス）処理、Ａ
Ｅ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発
光）処理等の撮像準備を行うための指示を受け付ける。また、レリーズスイッチが、いわ
ゆる全押し状態となることにより、ＳＷ２がＯＮとなる。これにより、撮像を行うための
指示を受け付ける。
【００１９】
　表示部１０６は、撮像の際のビューファインダー画像の表示、撮像した画像データの表
示、対話的な操作のための文字表示などを行う。なお、表示部１０６は必ずしもデジタル
カメラ１００が内蔵する必要はない。デジタルカメラ１００は内部又は外部の表示部１０
６と接続することができ、表示部１０６の表示を制御する表示制御機能を少なくとも有し
ていればよい。
【００２０】
　記録媒体１１０は、撮像部１０２から出力された画像データを記録することができる。
記録媒体１１０は、デジタルカメラ１００に着脱可能なよう構成してもよいし、デジタル
カメラ１００に内蔵されていてもよい。すなわち、デジタルカメラ１００は少なくとも記
録媒体１１０にアクセスする手段を有していればよい。
【００２１】
　通信部１１１は、外部装置と接続するためのインターフェースである。本実施形態のデ
ジタルカメラ１００は、通信部１１１を介して、外部装置とデータのやりとりを行うこと
ができる。例えば、撮像部１０２で生成した画像データを、通信部１１１を介して外部装
置に送信することができる。なお、本実施形態では、通信部１１１は外部装置とＩＥＥＥ
８０２．１１の規格に従った、いわゆる無線ＬＡＮで通信するためのインターフェースを
含む。制御部１０１は、通信部１１１を制御することで外部装置との無線通信を実現する
。なお、通信方式は無線ＬＡＮに限定されるものではなく、例えば赤外通信方式も含む。
通信部１１１は第１の無線通信手段の一例である。
【００２２】
　近距離無線通信部１１２は、例えば無線通信のためのアンテナと無線信号を処理するた
め変復調回路や通信コントローラから構成される。近距離無線通信部１１２は、変調した
無線信号をアンテナから出力し、またアンテナで受信した無線信号を復調することにより
ＩＥＥＥ８０２．１５の規格（いわゆるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））に従った近距
離無線通信を実現する。本実施形態においてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信は、低
消費電力であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙのバージョン４
．０を採用する。このＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信は、無線ＬＡＮ通信と比べて
通信可能な範囲が狭い（つまり、通信可能な距離が短い）。また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）通信は、無線ＬＡＮ通信と比べて通信速度が遅い。その一方で、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）通信は、無線ＬＡＮ通信と比べて消費電力が少ない。
【００２３】
　電源１１３は、デジタルカメラ１００の各部に電力を供給する。なお、電源１１３から
の電力は各部に供給されるが、図１（ａ）では、図面の見やすさと説明のために、制御部
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１０１と近距離無線通信部１１２にのみ線をつないでいる。
【００２４】
　本実施形態では、通信部１１１により実現される通信の通信速度は、近距離無線通信部
１１２により実現される通信の通信速度よりも速い。また、通信部１１１により実現され
る通信は、近距離無線通信部１１２による通信よりも、通信可能な範囲が広い。その代わ
り、近距離無線通信部１１２による通信では、通信可能な範囲の狭さにより通信相手を限
定することができるため、通信部１１１により実現される通信で必要な暗号鍵の交換等の
処理を必要としない。すなわち、通信部１１１を用いるよりも手軽に通信することができ
る。
【００２５】
　なお、本実施形態におけるデジタルカメラ１００の通信部１１１は、インフラストラク
チャモードにおけるアクセスポイントとして動作するＡＰモードと、インフラストラクチ
ャモードにおけるクライアントとして動作するＣＬモードとを有している。そして、通信
部１１１をＣＬモードで動作させることにより、本実施形態におけるデジタルカメラ１０
０は、インフラストラクチャモードにおけるＣＬ機器として動作することが可能である。
デジタルカメラ１００がＣＬ機器として動作する場合、周辺のＡＰ機器に接続することで
、ＡＰ機器が形成するネットワークに参加することが可能である。また、通信部１１１を
ＡＰモードで動作させることにより、本実施形態におけるデジタルカメラ１００は、ＡＰ
の一種ではあるが、より機能が限定された簡易的なＡＰ（以下、簡易ＡＰ）として動作す
ることも可能である。デジタルカメラ１００が簡易ＡＰとして動作すると、デジタルカメ
ラ１００は自身でネットワークを形成する。デジタルカメラ１００の周辺の装置は、デジ
タルカメラ１００をＡＰ機器と認識し、デジタルカメラ１００が形成したネットワークに
参加することが可能となる。上記のようにデジタルカメラ１００を動作させるためのプロ
グラムは不揮発性メモリ１０３に保持されているものとする。
【００２６】
　なお、本実施形態におけるデジタルカメラ１００はＡＰの一種であるものの、ＣＬ機器
から受信したデータをインターネットプロバイダなどに転送するゲートウェイ機能は有し
ていない簡易ＡＰである。したがって、自機が形成したネットワークに参加している他の
装置からデータを受信しても、それをインターネットなどのネットワークに転送すること
はできない。
【００２７】
　以上がデジタルカメラ１００の説明である。
【００２８】
　＜リモコン２００の内部構成＞
　図２は、本実施形態のリモコン２００の構成例を示すブロック図である。
【００２９】
　制御部２０１は、入力された信号や、後述のプログラムに従ってリモコン２００の各部
を制御する。なお、制御部２０１が装置全体を制御する代わりに、複数のハードウェアが
処理を分担することで、装置全体を制御してもよい。
【００３０】
　不揮発性メモリ２０３は、電気的に消去・記録可能な不揮発性のメモリである。不揮発
性メモリ２０３には、制御部２０１が実行する基本的なソフトウェアが記録されている。
【００３１】
　作業用メモリ２０４は、制御部２０１の作業領域等として使用される。
【００３２】
　操作部２０５は、リモコン２００に対する指示をユーザから受け付けるために用いられ
る。操作部２０５は例えば、デジタルカメラ１００にレリーズの指示を入力するためのレ
リーズボタンを含む。また、操作部２０５は例えば、デジタルカメラ１００にＡＦの指示
を入力するためのＡＦボタンを含む。また、操作部２０５は例えば、デジタルカメラ１０
０にズームをワイド側に動作させる指示を入力するためのズームワイドボタンを含む。ま
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た、操作部２０５は例えば、デジタルカメラ１００にズームをテレ側に動作させる指示を
入力するためのズームテレボタンを含む。
【００３３】
　近距離無線通信部２１２は、例えば無線通信のためのアンテナと無線信号を処理するた
め変復調回路や通信コントローラから構成される。近距離無線通信部２１２は、変調した
無線信号をアンテナから出力し、またアンテナで受信した無線信号を復調することにより
ＩＥＥＥ８０２．１５の規格に従った近距離無線通信を実現する。本実施形態では、近距
離無線通信部１１２は、ＩＥＥＥ８０２．１５．１の規格（いわゆるＢｌｅｕｔｏｏｔｈ
）に従って他の装置と通信する。また、本実施形態においてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信は、
低消費電力であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙのバージョン４．０（ＢＬ
Ｅ）を採用する。
【００３４】
　電源２１３は、リモコン２００の各部に電力を供給する。本実施形態では、例えばボタ
ン電池が用いられる。
【００３５】
　なお、ユーザが操作を行ったことや、その操作に応じてデジタルカメラ１００に送信し
たコマンドが受け付けられたこと等をユーザにフィードバックするため、振動部２０２の
振動や、発光部２１４の発光、スピーカ２１５によるブザーなどを用いる。
【００３６】
　以上がリモコン２００の説明である。
【００３７】
　＜システム構成＞
　図３は、本発明の実施形態にかかわるデジタルカメラ、および、リモコン、スマートフ
ォンからなる、通信システムの概要図である。
【００３８】
　リモコンからの指示に応じてカメラは撮像を実行することができる。カメラは撮像が完
了すると、リモコン２００に撮像が完了したとの情報を送信する。リモコンはこれを受け
て、発光部２１４（例えばＬＥＤ等）を点灯させて、ユーザーに撮像指示が受け付けられ
たことを光で知らせる。
【００３９】
　スマートフォンからの指示に応じても、カメラは撮像を実行することができる。この場
合は、スマートフォンにあらかじめインストールしたアプリケーションを起動して、アプ
リケーションの中でリモコンモードに設定することによって、カメラの遠隔制御を行う。
【００４０】
　カメラと、リモコン、および、スマートフォンとの間で用いられる無線通信の規格とし
ては、間欠的に送受信動作することによって低消費電力で待ち受けすることが可能な、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）規格が用いられる。特に、大きなデ
ータを転送する必要のない用途であれば、低い電力で動作可能な規格を用いることが望ま
しい。デジタルカメラの無線通信の別の用途としては、撮像した画像や映像の転送といっ
たものもあるが、そういった大容量のデータを高速に通信する必要がある場合には、ＢＬ
Ｅ規格の通信速度では十分ではない。この場合は、無線ＬＡＮ等の、比較的高速な通信規
格が用いられる。本実施形態では、ＢＬＥ規格を前提に説明を行うが、これに限定される
ものではない。Ｗｉ－ＦｉやＺｉｇｂｅｅ等の別の無線通信規格であっても構わない。
【００４１】
　なお、カメラ１００が同時にＢＬＥを介して接続できるのは、１台の装置だけである。
従って、リモコンとスマートフォンとは、同時に接続することはできない。どちらに接続
する場合でも、ユーザーはデジタルカメラの設定メニューを操作して、あらかじめ接続相
手機器とのペアリング作業をする必要がある。この作業では、接続相手機器の個体識別を
行い、その情報を記憶する。これによって、次回からペアリング作業を行ったリモコン、
もしくは、スマートフォンのみに接続するように制御する。これには、第三者からの誤操
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作や、想定外の操作を避ける意味がある。ユーザーはそれぞれのペアリング操作を行った
うえで、さらにどちらの機器に接続するかを設定する。これによって、リモコン、もしく
は、スマートフォンの、どちらか使いたい方との接続を待ち受ける状態になる。
【００４２】
　カメラは、第１の動作モードである電源オンの状態から、何も操作をせずにユーザーが
設定した設定時間が経過すると、第２の動作モードであるオートパワーオフの状態に移行
する。オートパワーオフは、電源オンの状態に比べて、デジタルカメラ内部の回路を休止
状態とすることで、電池の消費を抑えるモードとなっている。このモードにおいても、無
線の待ち受け状態を維持することによって、相手機器を操作することで、再度オートパワ
ーオフモードから動作モードに復帰することが可能である。
【００４３】
　ＢＬＥ規格は非常に低消費電力な規格となっているが、電源オンの状態と、オートパワ
ーオフとの状態では、無線通信に求められる省電性能が異なるため、状態に合わせた使い
方が必要である。すなわち、電源オンの状態においては、デジタルカメラ内部のほかの回
路の消費電力が支配的であり、無線通信は比較的余裕をもって電力を消費することができ
る。このためＢＬＥ通信においては、間欠的に通信する通信間隔を短くすることによって
、ユーザーが通信相手機器を操作したときに、カメラは素早くその信号を検出し、反応良
く操作に応じた動作を行うことができる。
【００４４】
　これに対して、オートパワーオフの状態では、極力電池の消費を抑える必要がある。カ
メラとしては、使用されている時間よりも使用されていない時間の方が長い。ここで、オ
ートパワーオフの状態で電池を消耗してしまうと、次に撮像したいときに、電池がなくな
っており、肝心の撮像ができない可能性がある。そこで、オートパワーオフの状態では、
間欠的に通信する通信間隔をできるだけ長くとることで、消費電力を低減する。なお、こ
の場合は通信間隔が長いので、ユーザーが通信相手機器を操作したときに、カメラが素早
くそれに反応することはできない。
【００４５】
　また、ＢＬＥ規格の通信動作としては、アドバタイズ、コネクションといった複数の動
作状態を持っており、それぞれに消費する電流のパターンが異なる。アドバタイズ動作は
対向機器に対して、接続可能な旨を所定の間隔で送信し、通信相手機器が反応するまでは
受信は行わない。所定の間隔で行う１回の動作としては、アドバタイズ動作に割り当てら
れた３チャンネル分の動作を行う。対向の通信相手機器としては、好きなタイミングでア
ドバタイズ信号の受信を試み、受信できたらそれに反応して送信すれば、接続を確立（コ
ネクション）し、データを送受信することができる。デジタルカメラとしては、待ち受け
をする側となるので、アドバタイズ信号を出す側となる。
【００４６】
　これに対してコネクションは、接続を確立する際に通信相手機器と取り決めた通信間隔
に従って、お互いに間欠的に送受信を繰り返す。この動作は、お互いに取り決めた通信チ
ャンネルで通信するため、所定の間隔で行う１回の動作としては、１チャンネル分の動作
となる。このため、通信間隔が同じであれば、アドバタイズよりもコネクションのほうが
、低消費電力での待ち受けが可能である。逆にいうと、消費しても良い電力が決められて
いる場合には、アドバタイズはコネクションよりも、長い通信間隔を設定しなければなら
ない。
【００４７】
　＜電源オン時の動作＞
　図４（ａ）は、カメラの電源がオンのときに、リモコンでカメラを制御するシーケンス
である。カメラが電源オンのときには、撮像センサや表示装置、記録装置、マイコン／画
像処理エンジンといった、無線通信装置以外の部分での消費電力が支配的であり、相対的
に無線通信装置が占める消費電力の割合は少ない。そのため、無線通信装置としては比較
的余裕をもって電力を消費することができる。図４（ａ）では、カメラの電源がオンされ
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ると、無線通信装置はアドバタイズ間隔１で表される通信間隔で、定期的にアドバタイズ
パケットを送信する。アドバタイズ間隔１は、リモコンの操作に素早く反応するため、た
とえば３０ミリ秒というような、人間の動作速度に対して十分短い間隔に設定する。いう
なれば、レスポンス重視の設定と言える。
【００４８】
　リモコンでレリーズボタンが操作されると、マイコン／無線通信ＩＣ（２２６）は、ア
ドバタイズパケットのスキャン動作を開始し、カメラからのアドバタイズパケットを受信
することによって、無線通信を開始する。無線通信が開始されたら、カメラはリモコンか
らレリーズボタンが押された旨を受信し、それを受けて撮像動作を行う。アドバタイズ間
隔１が人間の動作速度に対して十分短いため、レリーズタイムラグとしては数１０～数１
００ミリ秒と非常に短くすることが可能である。つまりユーザーは、無線通信にかかる時
間を気にすることは無く、カメラ本体のレリーズボタンと略同じ感覚で、リモコンから遠
隔操作をすることが可能である。
【００４９】
　＜従来例＞
　図４（ｂ）は、リモコンでカメラを制御した場合のシーケンスの従来例である。図４（
ａ）との違いとしては、カメラの電源をオンしてから、あらかじめユーザーがメニューを
操作して設定した時間が経過し、オートパワーオフ状態になってから、リモコンを操作し
ている点である。
【００５０】
　リモコンはカメラを遠隔制御する用途で使われ。例えば、集合写真を撮像するような場
合には、ユーザーは三脚にカメラを取り付け、カメラをリモコンモードに入れて、ファイ
ンダーを覗いてフレーミングした後、写真を撮られる側の位置まで移動したうえで、遠隔
制御を行うという段取りを行う。これには数１０秒から、長いと数分単位の時間がかかる
。すなわち、このような動作を行っているうちに、設定時間が経過し、オートパワーオフ
状態となることは、十分考えられる。
【００５１】
　集合写真に限らず、リモコンを使う状況においては、カメラをフレーミングして構図を
決めた後に、カメラから離れて遠隔操作をすることになるので、それなりに時間がかかり
、オートパワーオフ状態となってしまう可能性がある。
【００５２】
　図４（ｂ）では、図４（ａ）と同様、カメラの電源をオンすると、無線通信装置はアド
バタイズ間隔１で表される通信間隔（たとえば３０ミリ秒間隔）で、定期的にアドバタイ
ズパケットを送信する。この状態で、あらかじめユーザーがメニュー操作により設定した
オートパワーオフまでの設定時間が経過すると、カメラの状態は電源オンからオートパワ
ーオフの状態となる。この状態での動作時間が比較的長いため、極力消費電力を低減する
ことが求められる。このため、無線通信装置としても、アドバタイズ間隔を広げて、平均
的な消費電力が低くなるように設定する。ＢＬＥ規格においては、通信と通信の間の消費
電力は、１回の通信で消費される消費電力に比べて十分に小さい。このため、通信と通信
の間の間隔を広げれば広げるほど、平均の消費電力としては下がっていく。
【００５３】
　図４（ｂ）においては、この場合の間隔はアドバタイズ間隔３で表され、たとえば、１
秒程度といった長い間隔に設定される。この１秒程度というのは、人間の動作速度に対し
ても比較的長い間隔といえる。
【００５４】
　この状態で、リモコンのレリーズボタンを操作すると、図４（ａ）の場合と同様に、リ
モコンのマイコン／無線通信ＩＣ（２２６）は、アドバタイズパケットのスキャン動作を
開始する。図４（ａ）の場合とは異なり、アドバタイズパケットは１秒に１回しか送信さ
れないので、スキャン動作を行っても、すぐにアドバタイズパケットが受信できるとは限
らない。つまり、レリーズボタンを押すタイミング、つまり、スキャンの開始タイミング
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によってはすぐに受信できるが、最も長い場合には１秒間のスキャンを行わないと受信す
ることはできない。更に、電波状態がよくない場合、アドバタイズパケットを一度取りこ
ぼしてしまうと、次に受信できるのはさらに１秒後ということになる。このようにしてア
ドバタイズパケットを受信した後、無線通信を開始する。無線通信が開始されたら、まず
カメラがオートパワーオフの状態から、電源オンの状態に復帰する。この復帰にかかる時
間としても、数１０～数１００ミリ秒である。復帰後に、カメラはリモコンからレリーズ
ボタンが押された旨を受信し、それを受けて撮像動作を行う。この場合のレリーズタイム
ラグとしては、数１０ミリ秒～数秒と長いため、ユーザーは操作してから少し待たされる
感覚となる。そのため、カメラ本体のレリーズボタンと同じ感覚では操作することは難し
い。
【００５５】
　＜本実施形態のデジタルカメラの動作＞
　図５（ａ）は、図４（ａ）、（ｂ）と同様、カメラの電源をオンすると、無線通信装置
はアドバタイズ間隔１で表される通信間隔（たとえば３０ミリ秒間隔）で、定期的にアド
バタイズパケットを送信する。この状態で、あらかじめユーザーがメニュー操作により設
定したオートパワーオフまでの設定時間が経過すると、カメラの状態は電源オンからオー
トパワーオフの状態となる。この状態では、極力消費電力を低減することが求められるが
、図５（ａ）においては、アドバタイズ間隔２で表される間隔とする。アドバタイズ間隔
２としては、たとえば、１００ミリ秒程度といった値に設定される。この間隔は、アドバ
タイズ間隔１と、アドバタイズ間隔３との中間の間隔であり、アドバタイズ間隔１ほどで
はないが、消費電力よりもレスポンスを重視した設定といえる。
【００５６】
　この状態で、リモコンのレリーズボタンを操作すると、図４（ａ）の場合と同様に、リ
モコンのマイコン／無線通信ＩＣ（２２６）は、アドバタイズパケットのスキャン動作を
開始する。図４（ｂ）の場合とは異なり、アドバタイズパケットは１００ミリ秒に１回の
間隔で送信される、スキャン動作を行えば、比較的早くアドバタイズパケットを受信する
ことが可能である。アドバタイズパケットを受信した後、カメラとリモコンおの間で無線
通信を開始する。無線通信が開始されたら、まずカメラがオートパワーオフの状態から、
電源オンの状態に復帰する。復帰後、カメラはリモコンからレリーズボタンが押された旨
を受信し、それを受けて撮像動作を行う。この場合のレリーズタイムラグとしては、図４
（ｂ）のときよりも短く、数１００ミリ秒程度である。
【００５７】
　図５（ｂ）は、本実施例における、オートパワーオフになってから、何も操作をせずに
所定の時間が経過した後の、カメラの動作の様子を示すシーケンスの例である。
【００５８】
　図４（ａ）、（ｂ）、図５（ａ）と同様、カメラの電源をオンすると、無線通信装置は
アドバタイズ間隔１で表される通信間隔（たとえば３０ミリ秒間隔）で、定期的にアドバ
タイズパケットを送信する。この状態で、ユーザーが何も操作をせずに、オートパワーオ
フまでの設定時間が経過すると、カメラの状態は電源オンからオートパワーオフの状態と
なる。
【００５９】
　この状態では、極力消費電力を低減することが求められるが、図５（ａ）と同様、アド
バタイズ間隔２で表される間隔、たとえば、１００ミリ秒程度といった値に設定される。
この間隔は、消費電力よりもレスポンスを重視した設定といえる。
【００６０】
　さらにこのまま、ユーザーが何も操作を行わなかった場合、あらかじめ決められた所定
時間が経過すると、アドバタイズの送信間隔は、アドバタイズ間隔２よりも長い、アドバ
タイズ間隔３となる。この間隔は、図４（ｂ）と同様、例えば１秒といった長い間隔に設
定され、平均の消費電力を、より低減することが可能である。
【００６１】
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　あらかじめ決められた所定時間とは、たとえば２～５分程度である。この時間は、ユー
ザーがカメラを操作してフレーミングを決めてから、実際にリモコンを操作するまでの時
間としては、十分な時間である。この所定時間の間にリモコンを操作することで、図５（
ａ）のときのように、それほど反応時間が気になることは無く、快適な操作性でリモコン
を操作することができる。さらに、所定時間が経過した後は、図４（ｂ）と同様に低消費
電力の状態を維持することができるため、カメラを使い終わってから設定を変更せずにそ
のまま放置したような場合でも、すぐに電池残量がなくなってしまうようなことは無い。
このため、次に撮像を行うときに、電池が消耗して撮像ができなくなってしまうような可
能性を、極力下げることが可能である。
【００６２】
　＜スマートフォンからのリモート制御＞
　図６（ａ）スマートフォンでカメラを制御するときのシーケンスの例である。
【００６３】
　スマートフォンでカメラを制御するときには、まずカメラをリモコンの接続モードから
、スマートフォンの接続モードに変更する必要がある。カメラをスマートフォンの接続モ
ードに設定すると、カメラはその時点で、あらかじめペアリングしたスマートフォンとの
接続を確立する。スマートフォンはリモコンと異なり、容量の大きな電池で動作している
ため、通常動作中は常にＢＬＥ通信の待ち受け状態となっているからである。カメラとス
マートフォンとが接続を確立すると、リモコンの場合とは異なり、カメラが一方的にアド
バタイズパケットを送信するのではなく、カメラとスマートフォンが一定の間隔でお互い
に送受信を行う、コネクションの状態となる。
【００６４】
　カメラがオートパワーオフの状態も、コネクションの状態が保たれており、通信間隔と
しては、コネクション間隔２で表される間隔となっている。この間隔は、たとえば５００
ミリ秒程度の間隔である。
【００６５】
　アドバタイズとコネクションの違いとしては、アドバタイズが間欠的に行う通信の、１
回の通信の中で、３チャンネル分の通信が必要だったのに対し、コネクションでは１チャ
ンネル分の通信で済むため、１回の通信にかかる電力は少なくて済む。このため、両者を
略同じ平均消費電力とする場合には、通信間隔としては、アドバタイズよりもコネクショ
ンのほうを短くすることができる。このため、オートパワーオフ状態において、アドバタ
イズ間隔３が１秒程度であったものを、コネクション間隔２では５００ミリ秒としている
。
【００６６】
　この状態で、スマートフォンを操作して、カメラとの接続アプリケーションを開始する
と、カメラはそれを検出し、オートパワーオフ状態から電源オン状態へと復帰する。復帰
するとともに、コネクション間隔としても、図６においてコネクション間隔１で表される
間隔に変更する。この間隔は、例えば３０ミリ秒と、図３（ａ）、（ｂ）や図５（ａ）、
（ｂ）におけるアドバタイズ間隔１と略同じ間隔に設定される。
【００６７】
　この理由としては、図４（ａ）での説明と同様である。すなわち、カメラが電源オンの
ときには、撮像センサや表示装置、記録装置、マイコン／画像処理エンジンといった、無
線通信装置以外の部分での消費電力が支配的であり、相対的に無線通信装置が占める消費
電力の割合は少ない。そのため、無線通信装置としては比較的余裕をもって電力を消費す
ることができる。そこで、スマートフォンの操作に素早く反応するため、３０ミリ秒とい
うような、人間の動作速度に対して十分短い間隔に設定する。
【００６８】
　図７は、本実施例におけるスマートフォンのカメラ操作画面の一例である。スマートフ
ォンのアプリケーションを、リモコンモードに設定すると、このような画面が現れる。画
面上には、レリーズ、ＡＦ、ズーム（ワイド、テレ）の各ボタンが配置され、これらをタ



(12) JP 6843630 B2 2021.3.17

10

20

30

40

50

ッチして操作することで、リモコンと同等の機能を実現できる。
【００６９】
　図７のレリーズボタンを操作すると、図６における、コネクション間隔１での通信タイ
ミングのできるだけ早いタイミングで、レリーズボタンが操作された旨をカメラに送信す
る。カメラはこれを受けて撮像動作を行う。図３（ａ）と同様に、コネクション間隔１が
人間の動作速度に対して十分短いため、レリーズタイムラグとしては数１０～数１００ミ
リ秒と非常に短くすることが可能である。つまりユーザーは、無線通信にかかる時間を気
にすることは無く、カメラ本体のレリーズボタンと略同じ感覚で、リモコンから遠隔操作
をすることが可能である。
【００７０】
　図６において、スマートフォンのアプリケーションを終了すると、その旨がカメラに送
信される。カメラは、この時点から、ユーザーが設定したオートパワーオフ時間が経過す
ると、オートパワーオフ状態となる。オートパワーオフに移行後は、コネクションの間隔
を、コネクション間隔２の５００ミリ秒程度に設定することによって、低消費電力の状態
を維持することができる。このため、カメラを使い終わってから設定を変更せずにそのま
ま放置したような場合でも、すぐに電池残量がなくなってしまうようなことは無く、次に
撮像を行うときに、電池が消耗して撮像ができなくなってしまうような可能性を、極力下
げることが可能である。
【００７１】
　＜デジタルカメラの動作＞
　図８は、以上説明してきた一連のシーケンスをフローチャートに表したものである。デ
ジタルカメラがリモコン、および、スマートフォンから遠隔制御されるときの動作を表し
ている。
【００７２】
　まず、カメラに電池が挿入され、カメラシステムに電源が入って動作を開始すると、ス
テップＳ８０１において、制御部１０１は、接続機器の種類の設定がリモコンなのか、ス
マートフォンなのかを判断する。
【００７３】
　まず、ステップＳ８０１で接続機器がリモコンに設定されていた場合について説明する
。
【００７４】
　この場合はステップＳ８０２に移行し、近距離無線通信部１１２は、アドバタイズパケ
ットの送信を開始する。カメラの電源がオンなので、ステップＳ８０３で近距離無線通信
部１１２は、送信間隔をアドバタイズ間隔１（３０ミリ秒）に設定する。
【００７５】
　この状態で、ステップＳ８０４で制御部１０１がリモコンのレリーズ操作を検出すれば
、ステップＳ８１４において制御部１０１は、撮像動作を行う。ここでは、以下の手順に
よってレリーズ操作が検出される。すなわち、リモコンにてレリーズボタンが押下される
と、リモコンはスキャン動作を実行し、カメラのアドバタイズ信号を受信する。アドバタ
イズ信号を受信したリモコンは、カメラに対して接続要求を送信し、これを受けたカメラ
は、接続要求を許可する。これによってカメラとリモコンの間でＢＬＥ接続が確立される
。ＢＬＥ接続が確立されると、リモコンからカメラに対して、レリーズボタンが押下され
たことを示すコマンドが送信される。これを受信することによって、カメラは、リモコン
にてレリーズ操作が行われたことを検出する。なお、本実施携帯では、リモコンからの指
示に応じて撮像動作が行われれば、リモコンとの接続状態は解除され、再びアドバタイズ
を発信する状態になる。
【００７６】
　それ以後何も操作されずに設定時間が経過すれば、ステップＳ８０６で制御部１０１は
、オートパワーオフ状態に移行する。オートパワーオフ状態では制御部１０１に電力は供
給されない。
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【００７７】
　オートパワーオフ状態では、まずはステップＳ８０７で近距離無線通信部１１２は、送
信間隔をアドバタイズ間隔２（１００ミリ秒）に設定する。
【００７８】
　さらに、ステップＳ８０９で近距離無線通信部１１２は、所定時間が経過したか否かを
判断する。所定時間の経過に応じて、ステップＳ８１０で近距離無線通信部１１２は、送
信間隔をアドバタイズ間隔３（１秒）に設定する。
【００７９】
　アドバタイズ間隔２（１００ミリ秒）の状態においても、アドバタイズ間隔３（１秒）
の状態においても、リモコンが操作された場合には、ステップＳ８１２において、制御部
１０１は、オートパワーオフ状態から電源オン状態に復帰する。ここでは、リモコンやス
マートフォンから送信されるコマンドの受信に応じて、近距離無線通信部１１２がイベン
トを発行することで、電源からの電力が制御部１０１に供給され始める。これによって制
御部１０１がオートパワーオフ状態から電源オン状態に復帰する。
【００８０】
　その後、ステップＳ８１３で近距離無線通信部１１２は、アドバタイズ間隔１（３０ミ
リ秒）に設定する。
【００８１】
　そして、ステップＳ８１４において制御部１０１は、撮像動作を行う。
【００８２】
　次に、ステップＳ８０１で接続機器がスマートフォンに設定されていた場合について説
明する。
【００８３】
　この場合、ステップＳ８１５で近距離無線通信部１１２は、あらかじめペアリングした
スマートフォンとの無線接続を確立し、コネクション状態となる。なおこのコネクション
状態となるまでは以下の手順を取る。すなわち、近距離無線通信部１１２がアドバタイズ
間隔１（３０ミリ秒）でアドバタイズパケットを送信する。これを受信したスマートフォ
ンが応答として接続要求を返すことで、接続処理がトリガされる。その後、規格に沿った
手順によってコネクション状態となる。なお、コネクション状態となった場合、アドバタ
イズの発信は停止する。
【００８４】
　次に、ステップＳ８１６で近距離無線通信部１１２は、コネクション間隔１（３０ミリ
秒）に設定する。
【００８５】
　ステップＳ８１７で制御部１０１は、スマートフォンのアプリケーションが起動したか
否かを判断する。起動したならば、Ｓ８１８に進む。なお、起動したか否かについては、
近距離無線通信部１１２を介して取得したステータス情報等によって判断することができ
る。
【００８６】
　ステップＳ８１８で制御部１０１は、スマートフォンにおいてレリーズ操作がされたか
否かを判断する。レリーズ操作が行われたと判断した場合、ステップＳ８２６で制御部１
０１は、撮像動作を実行する。
【００８７】
　ステップＳ８１９で制御部１０１は、アプリケーションが終了されたか否かを判断する
。終了された場合、処理はＳ８２０に進む。
【００８８】
　Ｓ８２０で制御部１０１は、設定時間が経過したか否かを判断する。経過したと判断す
ると、制御部１０１は、ステップＳ８２１でオートパワーオフ状態に移行する。
【００８９】
　そして、ステップＳ８２２において、近距離無線通信部１１２は、コネクション間隔２
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【００９０】
　この状態で、ステップＳ８２３において、近距離無線通信部１１２は、再度スマートフ
ォンのアプリケーションが起動されたか否かを判断する。起動されたと判断した場合、ス
テップＳ８２４で制御部１０１は、オートパワーオフ状態から電源オン状態に復帰し、ス
テップＳ８２５で近距離無線通信部１１２は、コネクション間隔１（３０ミリ秒）に設定
する。
【００９１】
　以上説明してきたように、本実施例によれば、デジタルカメラと無線通信する相手機器
との間で、適切な状況において適切なタイミングで通信方式や通信間隔を変更する。この
ため、ユーザーが特に複雑な操作／設定をすることなく、電池の消耗を抑えつつ、使い勝
手の良いデジタルカメラを提供することができる。
【００９２】
　すなわち、本発明によれば、ユーザーの操作に対するすばやい応答性と、低消費電力と
を、両立することを可能にした通信機器を提供することができる。
【００９３】
　（その他の実施形態）
　上述の実施形態では、スマートフォンと接続する設定になっている場合、スマートフォ
ンとカメラが接続した状態を中心に述べた。つまり、スマートフォンとカメラが接続しな
いまま、オートパワーオフになる場合については、説明を省略した。これについては、例
えば以下のようにしてもよい。まず、スマートフォンと接続する設定になっている場合、
電源オンの状態では、アドバタイズパケットの送信間隔はアドバタイズ間隔１（３０ミリ
秒）に設定される。そして、オートパワーオフの状態になった場合、所定時間の間は、ア
ドバタイズパケットの送信間隔はアドバタイズ間隔１（３０ミリ秒）に維持される。これ
は、接続をより早く実行できる期間をできるだけ長くとるという思想に基づく。そして、
所定時間が経過したならば、アドバタイズパケットの送信間隔を、アドバタイズ間隔３（
１秒）に設定する。これにより、省電力を図る。
【００９４】
　また、以下のようにしてもよい。まず、スマートフォンと接続する設定になっている場
合、電源オンの状態では、アドバタイズパケットの送信間隔はアドバタイズ間隔２（１０
０ミリ秒）に設定される。これによって省電力を図る。ここで、アドバタイズ間隔１（３
０ミリ秒）にしないのは、以下の理由による。すなわち、スマートフォンの場合は、リモ
コンの場合と異なり、接続のトリガがユーザの操作ではないからである。リモコンの場合
はユーザ操作をトリガにスキャン動作を実行することで接続を確立するため、レスポンス
を十分なものとするためには、アドバタイズ間隔１（３０ミリ秒）とする必要があった。
これに対して、スマートフォンの場合は、接続後に遷移する画面を見て操作するため、ユ
ーザ操作に対して接続のためのレスポンスを高める必要性が、リモコンに比べて薄い。そ
のため、アドバタイズ間隔２（１００ミリ秒）に設定される。なお、ここから接続しない
まま所定時間が経過した場合には、リモコンの場合と同様に、アドバタイズ間隔３（１秒
）に設定し、更なる省電力を図る。
【００９５】
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
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